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はじめに 

 

はじめに 
 
１．基本計画の目的 
  養護老人ホーム木曽寮は昭和27年７月に生活保護法による「上松町立駒ヶ根養老院」 

 （定員 40 名）として郡下では唯一の養護施設として開設されました。 

 その後、運営主体の変遷や郡名改称があり昭和 43 年 5月に「木曽養護老人施設組合 

養護老人ホーム木曽寮」となりました。 

 昭和 60年２月には定員７６名、ｼｮｰﾄｽﾃｲ２名へ変更があり、その後、特別養護老人ホ 

ーム併設のため、平成 3年 4月に組合名称を「木曽老人施設組合」とし翌年４月に小規 

模特別養護老人ホーム木曽寮（定員３２名、ショートステイ５名）を併設しました。 

 平成 11年４月に一部事務組合の統合により設置・運営主体を「木曽広域連合」に改 

称され、平成 22年 10 月に特別養護老人ホームを廃止し、養護(さつき棟)へ転換して運 

営を行ってまいりました。 

 現在の場所には昭和 38 年４月に移転し 56 年を経過しており、近年では施設の老朽化 

が目立つ様になり、さつき棟等での雨漏りや給排水管の老朽化による漏水等が発生して 

おりまた、居室も設置基準に合わなくなっています。 

 平成 28年から「木曽寮あり方検討委員会」を設置・検討を開始し、同委員会からの 

答申を受け、平成 30 年２月に木曽広域連合正副連合長会にて「木曽寮改築の基本方針」 

が合意されました。 

平成 30 年度においては、「木曽寮建設検討委員会」と「木曽寮管理・運営検討委員会」 

の２つ委員会を設置し検討をおこない、養護老人ホーム移転改築及びその後の施設運営 

に関する基本事項を定めるものとして、「木曽寮 移転改築基本構想」を策定しました。 

 本計画は、基本構想を基に新施設の具体的な機能に関することを目的に策定します。 

  
２．基本計画の位置付け 
平成 31 年３月に策定された基本構想は、新施設に関する基本的な考え方を示し、新 

施設建設基本計画の策定にあたって、検討の論点を整理したものです。 

 本基本計画は基本構想を基に、具体的な規模、機能など、新施設建設に向けた諸条件 

を整理し、今後実施するプロポーザルに与件とするものです。 
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第１章 木曽寮移転改築の必要性 

 

第１章・・・・・木曽寮移転改築の必要性       
 
  １．木曽寮の現状       
    位   置：上松町大字荻原２４０４番地の１ 
    建 築 年：養護棟（現ひのき・さわら・ねずこ棟）・・・昭和３８年 
          旧特養棟（現さつき棟）・・・・・・・・・・平成 ４年 
    構   造：養護棟・・・・・鉄筋コンクリート一部２階 
          旧特養棟・・・・鉄筋コンクリート一部３階 
    床 面 積：養護棟・・・・・２，２２１㎡ 
          旧特養棟・・・・２，２５５㎡ （延床面積：４，４７６㎡） 
    敷地面積：６，０９７．９４㎡（上松町他６名） 
        定 員 数：長期７０名・短期２名（計７２名）  
 
  現在の木曽寮は建築後、最長で 56 年を経過していることから老朽化が進行しており 
その状況確認のために平成 29 年度に木曽寮の老朽化診断を外部委託で実施しました。 

 その結果、建物の状況としては全体的な施設老朽化が指摘されました。特に、屋根、外 
壁については劣化が進行しており、大規模な補修・修繕を要すると判定されました。 

 建物全般のシーリング関係は、ほぼ全て打ち直しを要するＣ判定がされており雨漏りの 
一因となっています。 
 昭和 38 年に養護棟を設置した後、平成４年に特養棟を隣接地に併設し両施設の間に 
厨房・食堂・風呂等を設置したことからその渡り廊下で接続されています。 
 

  ２．木曽寮の課題 
 
 （１）土砂災害警戒区域に隣接している木曽寮 
  木曽寮は上松町のハザードマップによると施設東側（山側）が「土砂災害警戒区域」 

及び「土砂災害特別警戒区域」に指定されている関係から、現在の施設位置は大規模地 
震や大雨などにより被災する可能性が高いといえます。 
 また、木曽寮の東側が山腹に面しており、その土留めを石積み処理となっていますが、 
昨年の老朽化診断においても「その強度について調査が必要」とされています。 
 万一石積みが崩落した場合は居室への土砂流入や施設の倒壊することが予想されま 
す。 
 
（２）現施設立地上の課題 

  木曽寮の東側が急斜面に面しており施設と法面の離隔が十分でないことから、緊急時 
施設東側から避難する場合、その経路が十分に確保できていない状況があります。 
 
（３）現行施設の構造上の課題 

  木曽寮には以前、特別養護老人ホーム木曽寮が併設されており、その建物を現在さつ 
き棟として使用しています。 
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第１章 木曽寮移転改築の必要性 

 

  傾斜地に２つの施設を併設し、更に厨房・食堂・風呂等の共用施設を渡り廊下で接続 
したため、その渡り廊下は勾配７度、17.5ｍの坂となっています。   

  養護施設として一体で使用している現在は、歩行困難や車イス利用の入所者の移動を 
制限し、自立支援を妨げる構造となってしまっています。（バリアフリー法 ※ ではス

ロープ勾配は１／１２（５度以内）となっています。） 
  また、入所者の居住区が２ヶ所で別棟になっているため、業務の効率が非常に悪くな 
っています。 
 
（４）生活環境上の課題 

  木曽寮は特養施設として増築された「さつき棟」の２０床を除き、昭和59年にひのき・ 
 さわら・ねずこ棟を改築し現在に至っており、居室入所人員は２名で14.57㎡（7.28㎡ 

／人）となっていますが、平成18年に改正された「養護老人ホームの設備及び運営に関 
する基準」(厚生省令第十九号)では、居室入所人員は１名、居室面積要件は10.65㎡以上 
に変更されています。 

  この基準は、改正以前の施設には適用されないため、法制度上は問題ありませんが、 
生活環境上のプライバシー保護の観点や入所者の生活の質の向上に重要な事項といえ 
ます。 

 
  ３．木曽寮移転改築の必要性 
  現木曽寮は、老朽化・災害対応・施設構造に多くの課題を抱えており今後現施設を維 
持していくことは、多額の大規模修繕や災害発生時の対応が困難であることが想定され 
ること、木曽郡において唯一の養護老人ホームであることから移転改築が必要でありま 
す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

木曽寮東側避難路状況            木曽寮沿線で発生した土砂災害 
（2018.07.06 豪雨） 

 
木曽寮事務所棟（ひのき・さわら・ねずこ棟） 

から旧特養棟（さつき棟）へつながる渡り廊 

下、通称「まんま坂」 
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第２章 木曽寮移転改築基本計画 

 

第２章・・・・・木曽寮移転改築基本計画 

 
  １．基本理念・基本方針・新施設稼働期 
 
 （１）基本理念 
  養護老人ホーム「木曽寮」は原則、満 65 歳以上の身体は元気な高齢者が生活環境や 
経済的理由で自立した生活を送ることが困難な場合に町村により入所を決定する施設 
で、その費用は措置費という形で入所決定した町村が負担しています。 
これにより、木曽郡における居宅で擁護を受けることが困難な高齢者のセーフティー 

ネットとして設置・運営してきました。 

  この使命に関しては、今後の超高齢化時代においても地域を維持していくために必要 

不可欠な機能であります。 

  木曽寮運営における基本理念は次のとおりです。 

 

  木曽広域連合老人ホーム木曽寮は、永年に渡り社会発展のために寄与してきた入所者 

に対し、常に「敬愛の念」で接するとともに、一人ひとりの個性を大切にした生活と、 

心のふれあいのある生活支援と介護を通して、もう一つの家族としての安らぎと信頼を 

提供できる施設を目指します。 

 
  この基本理念を達成すべく新施設建設においても「一人ひとりの個性を大切にした生 

活」「心のふれあいのある生活」「家族としての安らぎと信頼を提供できる施設」この 

キーワードを基に、入所者の生活の場としての施設・生活支援と養護を安心して受けら 

れる施設・安心安全な生活が送れる施設 を基本理念として建設を実施します。 

 
（２）基本方針  

  木曽広域連合養護老人ホーム木曽寮の移転改築においては安心・安全でかつ利便性も 

確保できる建設場所を選定し、新施設は入所者にやさしい環境とともに入所者ニーズに 

対応しプライバシーに配慮した生活支援および養護環境を整えます。 

  また、施設運営においても機能性・効率性を重視した業務が行える環境を整備します。 

  入所者にとって施設は生活する場、いわゆる「家」としての位置づけと供に「木曽ら 

しさ」が実感できる様に工夫をします。 
 
 （３）新施設稼働時期 
  新施設は、令和６年４月１日からの稼働を目途とします。 
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   ２．新施設の建設場所 
 
    平成 30 年度に策定した「木曽寮 移転改築基本構想」では建設場所として次の 

２箇所があげられ比較検討した結果、「上松荘隣接地 上松町荻原1460番地の北側」 
が適正であるため、移転先として決定しています。 
 

   【候補地】 
    ①上松荘隣接地 上松町荻原 1460 番地の北側 
    ②ねざめ学園隣接地 上松町荻原 1212 番地及び周辺農地 
 
   【決定理由】 
    ①隣接する「障がい者支援施設：上松荘」と福祉エリア化が図られること。 
    ②          〃      との共生型サービス展開図られること。 
    ③建設に必要な用地確保が可能であること。 
    ④福祉施設に理解のある地域であること。 
 

３．新施設の基本機能 
 
（１）木曽地域のセーフティーネットとしての機能 

    高齢者が身体的、精神的、環境的、または経済的な理由で困窮し、在宅で生活が 
できない状態になった場合に、木曽地域においての最後のセーフティーネットとし 
て関係町村と連携し社会復帰を目指し支援を行います。 
 国では令和元年７月に「養護老人ホームにおける契約入所及び地域における公益 
的な取組の促進について」通達があり定員の２０％以内であれば「契約入所」が可 
能になったことを受け、その対応も実施します。 

 
 （２）生活拠点機能 
    入所者にとって、単なる宿泊施設ではなく、生活していくうえの「家」として日々 

を過ごすことができ、また日常動作において、障がいとなる段差の解消や手すりの 
設置により転倒防止等を図り安全な生活を確保します。 

 
 （３）自立支援機能 
    入所者の日々の掃除や洗濯・施設内自治会活動等、自立した生活及び社会活動を 

行うことを可能にする環境、設備を提供します。 
 

 （４）介護機能の充実 
    入所者の状態に適切に対応し、介護保険制度を利用し生活の質の維持を行います。 

また、介護支援において、作業環境と効率性を考慮し、支援員・介護員の作業環 
境を整えます。 

（５）防犯・防災機能 
 施設内外の安全確保のために、見守りのためのカメラ・センサー等をプライバシ 
ーに十分に考慮し、効率よく設置して、入所者の 安全確保を行います。 
警戒レベル３以上が発令された場合等に入所者の安全を守ると共に地域住民へ 

一時避難施設として提供します。 
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第２章 木曽寮移転改築基本計画 

（６）施設管理機能 
    紙ベースで管理されている入所者支援情報のデータ化などを行い、支援業務の合理 
   化及び高度化を図り、施設の設備は省エネ・省資源を考慮します。 
 
 （７）衛生管理機能 
    木曽寮の入所者は６５歳以上の高齢者であることから、新型コロナウイルス、イン

フルエンザ等の感染症が発生した場合に集団感染となる危険性が高いため、発症した

場合に一定区画に隔離、感染拡大の防止を図ります。 
感染症対策として「新たな生活様式」を考慮した環境、設備を提供します。 

 
 （８）共生サービス機能 
    障がい者施設と隣接するため、両施設による共生サービスを実施します。 
 

  

  ４．新施設の災害対策 
 
 （１）災害対応性能の確保 
    65 歳以上の高齢者が利用する施設であるため、一般住宅とは違い大地震や土砂災 

害等に直面した場合に身を守ることが迅速に行えないことが考えられます。 
ついては、大地震が発生した場合に建物の揺れを軽減し地震発生後も建物が倒 

   壊することのない安全な構造の採用など、設計段階において最適な構造形式 
を選定します。 

    また、土砂災害・水害等についても、令和元年度発生した台風 19 号災害の例に 
見るように水平・垂直等の避難方法がとれる構造をもった施設とします。 
災害時避難対策を確立するため、避難確保計画を策定し、万全の避難体制を目指

します。 
 
 （２）施設敷地における災害対策 
    新施設の建設予定地は土砂災害警戒区域であることから、右岸道路上部からの土 

砂流入及び木曽川からの浸水を想定した場合に備え用地のかさ上げを検討します。 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

－6－



 

 第２章 木曽寮移転改築基本計画 

 

  ５．新施設の基本指標・規模 
 
 （１）定員 
        新施設における定員については、木曽郡の高齢化人口推計と入所者推計から次の 

定員数とします。 
  ・長期入所定員：５５床（現定員数７０床 １５床の減） 
  ・短期入所定員： ５床（現定員数 ２床  ３床の増） 
 
    上記定員とした根拠 

木曽寮入所定員予測(人口推計からの予測推計 

木曽郡の高齢者(65 歳以上)人口推計と養護老人ホーム待機者数の将来予測によ 

る推計を行いました。 

 

平成 30 年までの木曽の高齢者人口を元に県推計人口を使って推測した高齢者推計人口（人） 

  ←実績 予測→ 

年 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 

人口 11,035 11,150 11,275 11,424 11,429 11,369 11,050 11,001 10,951 10,816 10,681 10,546 10,411 

※)本推計は平成 29 年度、新たに国から示された推計を基にした第 7期介護保険計画のための推計 

 

○ この推計値及び平成 24～30 の実績から高齢者人口に占める対象者、 

 (入所者+待機者)÷高齢者人口 の増減を元に令和元年度以降を試算すると以下の表 

となります。 

 

入所者・待機者の推移と予測               4 月 1 日現在、単位：人 

 ←実績 予測→ 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 

入所者 76 75 75 71 76 75 66 70 69 65 60 56 53 

待機者 37 33 28 27 23 19 17 9 5 5 5 5 5 

対象者計 113 108 103 98 99 94 78 79 74 70 65 61 58 

→令和２年度以降は従来の状況から入所しない待機者も含め５名と想定してあります。 

 

これにより、新施設の入所定員は 55 名程度と予測されます。 

 

短期入所の定員について 

現在、短期入所の定員は2人であり、年間の利用率は以下の状況にある。    (%) 

  Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

利用率 56.0 59.3 75.8 34.9 60.5 73.0 65.0 60.1 68.7 67.8 75.2 42.9 

過去平均では概ね年間の６割程度の期間が満床状態となっている。 

短期入所の必要定員は数値の算定から試算することはできないため、現在の状況か 

ら定員数を検討します。 
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現在の状況 

①  短期入所の求めは時期的に重なることが多く、定員２名が満床の時に追加で

要望されることは珍しくありません。 

これまでに、同時期に短期入所の要望は最大で４件あり、緊急措置であったた

め長期入所者用の個室 2室を利用し対応しました。 

養護老人ホームは空床とならない運用が必要であり同様の対応はできないため、

４＋１名程度の対応ができる用意をすべきです。 

② 生活支援としての短期入所は木曽におけるセーフティネットの要となる部分で

あり、在宅支援施策の推進から特に生活支援面での短期利用は増加すると想定さ 

れます。 

 
    短期入所については５名を確保すべきと考えます。 
 
 
 （２）居室数 
    居室数に関しては、定員が長期５５名・短期５名の計６０名を対象とします。 

入所者には夫婦・親子・兄弟（姉妹）等が例年１～２組利用があることを考慮し 
た結果、居室配分は以下のとおりとします。 

      
      ①個 室・・・・・・・・・５６室 
      ②夫婦室（２人部屋）・・・ ２室 
       尚、個室の一部は内側ドア等で往来可能な機能も検討します。 
 
             過去 10年間の夫婦または親子での利用実績  （単位：組） 

年度 夫婦 親子 計 
平成 22 年度 １ ０ １ 
平成 23 年度 １ ０ １ 
平成 24 年度 ２ ０ ２ 
平成 25 年度 ２ ０ ２ 
平成 26 年度 ３ ０ ３ 
平成 27 年度 １ ０ １ 
平成 28 年度 ２ ０ ２ 
平成 29 年度 １ ０ １ 
平成 30 年度 １ １ ２ 
令和元 年度 ２ １ ３ 

平 均 １．６ ０．２ １．８ 
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（３）付帯施設 
    付帯施設の特記事項は次のとおりです。 
 
  ①調理室（厨房） 
   新施設における調理室（厨房）は当施設への食の提供以外に他施設（上松荘等）へ 

の提供することを計画します。 
   よって、当施設６０食以外に他施設分を加え最大１６０食を一括調理できる機能を 

有することとする。 
   併せて、提供する食事の搬出ルートや調理する食材の搬入ルートについても工夫 

します。 
 

 木曽寮 他施設 計 備   考 
朝 食 ６０ ４５ １０５ 提供食数が木曽寮１８０食 

他施設１９０食の計３７０食 
であることから、設備増加が 
発生するが、費用は折半とします 

昼 食 ６０ １００ １６０ 
夕 食 ６０ ４５ １０５ 
計 １８０ １９０ ３７０ 

 
  ②防災・減災施設 
   新施設の建設場所は土砂災害警戒区域に属し、浸水区域ではないが木曽川に面して 

いることから、一定の防災・減災的機能を持たせます。 
   避難警戒レベル３以上が発令された場合に、迅速に避難ができる様に避難計画を 
  別途定めます。 
 
  ③施設進入及び駐車場 
   木曽寮は職員以外に利用者家族等外部からの訪問者が多く訪れる施設であるため 

駐車スペースは次のとおり確保します。 
１台分のスペースは３ｍ×５．５ｍ＝１６．５㎡とします。 
 

分 類 内     訳 必要面積 
施設車両 普通車３台 

マイクロバス１台（普通車の倍） 計５台 
８２．５㎡ 

職員駐車場 支援員：普通車 ６台 
訪問介護：１１台 
生活相談・看護師他：１０台  計２７台 

４４５．５㎡ 

来所者用 普通車１０台 １６５．０㎡ 
計 約７００㎡ ←  ６９３．０㎡ 

   施設への進入路については、大型バスの侵入が可能であると、及び施設玄関での 
  雨天時でも乗車・降車が可能であることとします。 
   雨天時の乗車・降車は、入所者がディサービス利用時の送迎対応は頻繁であるため、 

玄関先で安全に乗車・降車を行うことが求められます。 
 
  ④緑化スペース 
   木曽寮利用者が屋外活動（運動・散歩）ができる緑化したスペースや、園芸等が楽          

しめる植栽を配置し緑に囲まれた空間を提供します。 
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 （４）施設概算面積 
施設建築面積は約３，０００㎡とするが、居室等準拠すべき事項等は以下のとお 

りとする。 
 敷地面積については、建設予定地は都市計画外のため規制区域ではないため特段 
の規定はないが、建築基準法で定められている「用途地域の指定のない区域」の最 
低容積率は５０％であることから、敷地面積は６，０００㎡となります。 
 よって、今回敷地面積は約６，０００㎡程度を確保することとします。 

 
   ・養護老人ホームに設置すべき室名一覧（厚生省令より） 

種 別 必要数及び基準 準拠すべき法令等 
居室 必要数：個室５６室・夫婦室２室 

 
基準：入所者１人当たりの床面積は 
   １０．６５㎡以上 

・養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準（厚生省令

第 19 号） 
・長野県 養護老人ホームの

設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（規則第 26

号） 
 

廊下 基準：幅１．３５ｍ以上 
   （中廊下は１．８ｍ以上） 
参考[特養]（幅１．８ｍ以上） 
   （中廊下は２．７ｍ以上） 
 
注：中廊下とは廊下の両側に部屋の

出入り口がある廊下 
 

同上 
参考：特別養護老人ホームの

設置及び運営に関する基準

（厚生省令第 46号） 

食堂 必要数：定員６０床分 
基準：３㎡以上／人 

参考：特別養護老人ホームの

設置及び運営に関する基準

（厚生省令第 46号） 

霊安室 
（仏間） 

必要数：１室 
（利用者による見送り会が行える

スペースを確保） 

現行木曽寮の仏間面積 

（内寸）5.5m×9.0m=49.5 ㎡ 

 

集会室 
 

必要数：１室 
（地域交流室・緊急時、入所者の一

時避難場所を兼ねます） 
 

現行木曽寮の集会室面積 

(内寸)14.5m×7.7m=111.65

㎡ 

 

調理室 
 

必要数：１室（約２００㎡） 
（調理員休憩室及び栄養士事務室

含む） 

木曽寮及び上松荘他分 
最大 160 食調理可能 
調理方法はニュークックチ

ル方式 
（チルド保存直前配膳方式） 
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種別 必要数及び基準 準拠すべき法令等 
その他 
（厚生省令 
記載設備） 

 
 
 
 
 
 
 

・静養室 
・浴室及び特浴室 
・洗面所 
・便所（利用者・職員用別） 
・医務室 
・宿直室 
・職員室(支援員・訪問介護員) 
・面談室 
・洗濯室又は洗濯場 
・汚物処理室 
 

・養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準（厚生省令

第 19 号） 
・長野県 養護老人ホームの

設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（規則第 26
号 

運営上必要 
必要な設備 
 
 

・小会議室 
・情報管理室（サーバー室） 
・職員更衣室 
・倉庫 
・機械設備室 
・玄関（正面・職員用） 
 

5～6 人での会議を想定 
サーバー機器・通信機器等 
男女別（男 15女 30 を想定） 
備品・排泄用品・事務用品等 
熱源室・スプリンクラー等 
下駄箱等 

 
    上記の「運営上必要な設備」は現段階で必要と思われるもので、今後詳細設計等 

の段階までには職員からの要望等により変更される場合があります。 
 
 
   （５）動力・熱源等 
      新施設における、動力・熱源については、自然エネルギーを取り入れ省資源・ 

省エネルギー等に配慮したシステム採用します。 
 

      ①自然エネルギーの選定については、木曽地域の特性を生かしたものとしま 
す。 

 
      ②施設の要となる熱源については、バックアップ機能を有し、かつ省資源・ 

省エネルギー・低コストなものとします。 
 

      ③建物の断熱機能や採光・吸気／排気等について効率的な空調システムを取 
り入れます。 
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  ６．新施設の建設方針・建設計画 
 
 （１）建設方針 
    養護老人ホーム木曽寮は木曽地域における唯一の養護老人ホームであり、当施設 

の使命としては、高齢者がさまざまな理由で困窮し、在宅で生活ができない状態に 
なった場合に、木曽地域においてセーフティーネットとしての生活環境を提供しま 
す。 

    基本方針で定義した木曽地域の住民が利用する施設であることから、「家」とし 

ての位置づけと供に内装等に地域材を多用した木質化等による「木曽らしさ」が実 

感できる様に工夫をします。 
 併せて、省資源・省エネルギーを意識した自然エネルギーの活用を図ります。 
 また、建設後の維持管理費などライフサイクルコスト(注)を意識した機能・デザ 
インを採用します。 

 
 （２）事業手法の検討・選定 
    広域連合における公共施設の整備は、起債や国・県からの補助金等財源の他構成 

町村からの分担金・負担金にて財源確保を実施することになるが、設計・施工方法 
について近年さまざまな手法がとられます。 
その手法について比較検討を行い、従来方式を選定します。 

 
・事業手法の種類と特性比較 

選定方式 

従来方式 
（設計・施工分離発注

方式） 

ＰＦＩ方式 
（設計・施工・維持

管理一括発注方式） 

ＤＢ方式 
デザインビルド 
（設計・施工一括発

注方式） 

概 要 

広域連合が構成町村の

協力により資金調達を

行い、設計・施工・維持

管理の各業務を個別に

分離して発注する従来

型の事業方式 

設計・施工・維持管理

を一括して発注する方

式。ＰＦＩ事業者が資

金調達を行い、広域連

合では事業期間にわた

り割賦方式で資金返済

する。 

基本設計業務を行った

うえで、実施設計と施

工業務を一括発注する

方式。資金調達は広域

連合が行う。 

メリット 

建物の詳細検討段階に

発注者が関与でき、利用

者や施設管理者の意見

を反映した柔軟な設計

がしやすい。 

早期に建設及び維持管

理コストを把握するこ

とが可能。 
施工者のノウハウを活

かした設計が可能。 

早期に建設コストを把

握することが可能。 
施行者のノウハウを活

用した設計が可能。 

デメリット 

施工者のノウハウを活

かしにくい。 
施設内に民間収益施設

がなく民間ノウハウの

活用範囲が限定的。 

施行者側に偏った設計

になりやすく発注者側

の意向を反映した柔軟

な設計が難しい。 
評価 ◎ △ ○ 

注）ライフサイクルコスト：建物の建設費用だけでなく、企画・設計・運用・維持管理・修繕など 
に至るまでに必要なトータルコスト 
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 （３）設計手法 
    基本設計は、基本構想や基本計画に示した与件を、具体的な形として表現し、新 

施設の完成型を決める重要な作業です。 
設計者の選定にあたっては、基本計画で示す諸条件を的確に把握し、コスト縮減 

に配慮しながら、施設管理者や利用者の意見・要望に柔軟に対応することができる 
設計者を選定する必要があります。 

    前途の設計・施工分離発注方式（従来方式）を基本とする場合、設計者選定手法 
については、主に以下の様な手法があります。 
 

・設計手法の種類と特性比較 
選定方式 競争入札方式 プロポーザル方式 コンペ方式 

概 要 

技術的な工夫の余地が

少なく事前に仕様を確

定させ、入札により一番

安価な設計者を選定す

る手法 

技術提案を審査し、評

価の最も高い設計者を

選定する手法 

具体的な設計案を審査

し評価の最も高い設計

者を選定する手法 

審査項目 設計料（価格） 設計案（デザイン） 設計者（技術・能力） 

メリット 

・金額に対する評価であ

るため、判定基準が明確 
・設計者の技術力等を

活用することができ

る。 
・施設管理者や利用者

の意見などを反映しや

すい 

・設計案を評価する手

法であるため、判定基

準が明確 
・設計者の技術力等を

活用することができ

る。 

デメリット 

・設計者の技術力等を評

価するものではない。 
・仕様内容を確定させて

いるため、施設管理者・

利用者の意見を反映し

た設計変更が困難。 

・設計者の技術提案を

評価する手法であり、

判定基準を明確にする

必要がある。 

・設計案を評価対象と

しているため、契約後

の設計変更が困難 

評価 △ ◎ ○ 
 
 （４）設計者選定手法の選定 
    設計者選定の手法については、以下の理由から「プロポーザル方式」を選択しま 

す。 
    ①プロポーザル方式は、技術提案に対する判定基準の設定が難しい一方、設計者 

の技術力を活用でき、かつ施設管理者や利用者の意見を反映させた設計が可能で 
あること。 

    ②競争入札方式やコンペ方式は、判定基準が明確である一方、金額や設計案によ 
って設計者が決定されるため、契約後に施設管理者や利用者の意見などを反映さ 
せることが困難であること。 

 
 

－13－



 

第２章 木曽寮移転改築基本計画 

 

 （５）概算事業費と財源計画 
 

① 概算事業費算定 
  新施設の建設費用について、試算を実施し、現時点での費用試算は下記の通りとなり

ました。 
 
  A）用地造成費 
                         （単位：千円・税込） 

事業費の項目 想定事業費 

用地造成費 ６５，０００ 
 
  B）本体工事費 
                         （単位：千円・税込） 

事業費の項目 想定事業費 

新設本体工事費 １，１００，０００ 

設計・監理費・各種調査・申請等 ９９，０００ 
計 １，１９９，０００ 

   ・上記金額には用地費・補償費・移転費用・業務支援料等は含まれていません。 

   ・自然エネルギー利用に関する費用についても未計上です。 

 

   C）備品購入費 

                         （単位：千円・税込） 
事業費の項目 想定事業費 

備品購入費等 ６６，０００ 
 

   D）解体工事費 

                         （単位：千円・税込） 
事業費の項目 想定事業費 

解体工事 ７７，０００ 
 

   E）概算事業費合計 

                         （単位：千円・税込） 
事業費の項目 想定事業費 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ １，４０７，０００ 
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   ②財源計画                    （単位：千円） 
財源の区分 概算金額 

老人福祉施設等整備補助金 
（改築）＠4,398×５５床 
（短期）＠1,935× ５床 

２５１，５６５ 

町村負担金（過疎債）造成費 ６５，０００ 

町村負担金（過疎債）本体建設 ９４０，４３５ 
木曽寮建設基金（150,000 造成） １５０，０００ 
計 １，４０７，０００ 

   ・工法や設備によっては老人福祉施設等整備補助金の他、活用可能な補助金・ 

助成金については利用検討します。 

 

（６）建設スケジュール 
 
  新施設完成までの概略スケジュールは下記のとおり、想定しました。 

2018 年度 

(H30) 

2019 年度 

(R01) 

2020 年度 

(R02) 

2021 年度 

(R03) 

2022 年度 

(R04) 

2023 年度 

(R05) 

2024 年度 

(R06) 

 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

      ▼新施設稼働 
 

 
 

（７）その他 

 

  現在、国土交通省が進めている｢防災・安全交付金 総合流域防災事業」において想 

定最大規模による浸水想定区域図の作成を長野県が木曽川エリアについて令和元年度 

に実施予定となっています。 

この結果によっては本計画の事項及び災害対策等について見直しを行うことが必要 

となる場合があります。 

基本構想 
基本計画

プロポーザル準備 

基本・詳細設計 
   99,000 千円  

入札 用地取得 
(上松町) 

備品・引越 

66,000千円 

建設等工事 
1,100,00 千円 

 設計～施工管理に関する支援業務 

解体工事 
77,000 千円 

造成工事 
65,000千円 

－15－


